
   津市里山林多面的機能発揮対策交付金交付要綱 

 

                   平成２９年５月２５日訓第６３号  

 

 改正 令和３年１２月１５日訓第６５号 

    令和４年５月２０日訓第５６号 

    令和 7 年５月３０日訓第５１号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域住民等による里山林の保全活動及び地域の活性化に

資する取組（以下「保全活動等」という。）を支援し、里山林の有する多面

的機能の発揮を図るため、里山林活性化による多面的機能発揮対策実施要領

（令和７年３月３１日付け６林整森第２６６号林野庁長官通知。以下「実施

要領」という。）及び津市補助金等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。

以下「規則」という。）の規定に基づき交付金を交付することに関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 活動組織 森林所有者、地域住民、自治会に属する者、地域外関係者

（対象活動を実施する対象森林の所在する昭和２５年２月１日における市

町村の区域以外の区域に居住する者をいう。）等から３名以上の構成員で

構成された三重県内に主たる事務所を有する団体又は法人で、当該構成員

等による保全活動等を通じ、本市の区域内における地域の活性化を図るこ

とを目的として設立されたものをいう。 

⑵ 対象活動 保全活動等のうち実施要領別紙３第１⑶の表の左欄に掲げる

種類に応じた活動であって、実施要領に基づく里山林活性化による多面的

機能発揮対策に係る交付金の交付に関する三重森林づくりと学びの里地域

協議会（以下「地域協議会」という。）の採択（以下「採択」という。）

の対象となったものをいう。 

⑶ 対象森林 本市の区域内に存する森林経営計画が策定されていない森林

をいう。 

（名称） 



第３条 第１条の交付金は、「里山林多面的機能発揮対策交付金」（以下「交

付金」という。）と称する。 

（交付の対象） 

第４条 交付金は、採択を受けた活動組織に対し、当該活動組織が対象森林に

おいて行う対象活動に要する経費をその対象として、これを交付するものと

する。 

 （交付金の額） 

第５条 交付金は、対象活動に関し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める額を限度として、予算で定める範囲内において、これを交付するも

のとする。 

 ⑴ 活動推進費 年間当たり６, ３００円 

 ⑵ 地域活動型（森林資源活用） 次のアからウまでに掲げる対象活動の取

組年度の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額 

ア 初年度 対象森林１ヘクタール当たり２０，０００円 

イ ２年目 対象森林１ヘクタール当たり１９，３００円 

ウ ３年目 対象森林１ヘクタール当たり１８，６００円 

 ⑶ 地域活動型（竹林資源活用） 次のアからウまでに掲げる対象活動の取

組年度の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額 

ア 初年度 対象森林１ヘクタール当たり５５，３００円 

イ ２年目 対象森林１ヘクタール当たり５０，６００円 

ウ ３年目 対象森林１ヘクタール当たり４６，０００円 

⑷ 複業実践型  次のアからウまでに掲げる対象活動の取組年度の区分に

応じ、それぞれアからウまでに定める額 

ア 初年度 対象森林１ヘクタール当たり３１，８００円 

イ ２年目 対象森林１ヘクタール当たり２９，３００円 

ウ ３年目 対象森林１ヘクタール当たり２７，０００円 

⑸ 機能強化 対象森林１メートル当たり１００円 

⑹ 関係人口創出・維持 年間当たり８，３００円 

２ 前項の規定により算出された交付金の額に１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。 

 （交付申請の期限） 

第６条 規則第３条第１項の別に定める期日は、採択を受けた日の翌日から起

算して１４日を経過した日とする。 



 （添付書類） 

第７条 規則第３条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書

類とする。 

 ⑴ 採択通知書の写し 

 ⑵ 地域協議会に提出した活動計画書（実施要領様式第１１号）の写し 

 ⑶ 対象森林の位置図 

 （実績の報告） 

第８条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

対象活動が完了した日から起算して２０日を経過した日又は交付金の交付の

決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類

を添えてこれを行わなければならない。 

 ⑴ 地域協議会に提出した活動記録（実施要領様式第１８号）の写し 

 ⑵ 対象活動に係る経費の内訳を証する書類 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この訓は、平成２９年６月１日から施行する。   

   附 則 

１ この訓は、令和３年１２月２０日から施行する。 

２ 改正後の津市森林多面的機能発揮対策交付金交付要綱の規定は、この訓の

施行の日以後の申請に係る交付金について適用し、同日前の申請に係る交付

金については、なお従前の例による。 

   附 則（令和４年５月２０日訓５６号） 

 この訓は、令和４年５月２０日から施行する。 

   附 則（令和７年５月３０日訓５１号） 

 この訓は、令和７年５月３０日から施行する。 


